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１．経緯・概要

東海第二発電所については，新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可（以下，
「既許可」という。）を2018年9月26日に取得している。

その後，特定重大事故等対処施設（以下，「ＥＳ」という。）及び所内常設直流電源設備
（３系統目）の設置に係る原子炉設置変更許可申請を2019年9月24日に行い，現在，許
可取得に向けた審査を実施しているところである。

このＥＳ設置等に伴い，以下の設備・配置等の変更を行う。この変更により，既許可に
記載した内容を変更する必要があることから，既許可の本文，添付資料（追補含む）を
変更し，2020年11月16日に補正申請を行った。

なお，耐圧強化ベントについては，ＥＳとして同様の機能を有する設備の設置後に廃
止する。

【主な変更内容】

①格納容器圧力逃がし装置（以下，「ＦＶ」という。）の兼用化

②ＥＳの設置に伴う既設の配置変更

③耐圧強化ベントの廃止条件の追記
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２．特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の設置に伴う既許可への主な影響

② ＥＳの設置に伴う
既設の配置変更

① ＦＶの兼用化

図面

敷地図等の変更  

＜設備＞

FV系統構成等の変更
・ベントライン取出し位置の変更
（耐圧強化ベントラインとの分離を含む）
・D/W側ベントラインの小口径化
・バイパス弁等の追加
・設備仕様の変更
・モニタ設置台数変更 等
・耐圧強化ベント系の電動弁の

遠隔人力操作機構設置を取り止め

③ 耐圧強化ベントの
廃止条件の追記

ＤＢ・ＳＡ津波防護対象設備を内
包する建屋及び区画の変更

耐津波

 

アクセスルートの変更
・屋内アクセスルートの変更

－弁の場所等
・屋外アクセスルートの変更

－Ｒ／Ｂ西側接続口位置等
・所要時間の変更

 

被ばく評価

重大事故等時に係る被ばく評価
・放出口位置変更に伴う見直し

 

 

＜配置＞

常設代替高圧電源装置用カ
ルバート等の配置変更
【DB】

・DG用軽油配管,電路
・浸水防護設備

【SA】
・低圧代替注水系（可搬型）

配管
・原子炉建屋西側接続口

 

手順の変更
・現場操作場所変更等に伴う

見直し

技術的能力

 

 

ＦＶの配置変更
【SA】

・FV第二弁等の設置場所
・FV放出位置
・スクラビング水補給ライン

 

主な変更

付随的な変更

凡例

Cs-137放出量評価

ベント時のCs-137放出量評価
・D/W側ベントラインの小口径化
に伴う見直し  
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２．特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の設置に伴う既許可への主な影響

 敷地図等の変更

第１－１図 既許可からの施設の配置変更等
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ＥＳと干渉するため，既設備の設置場所が変更となるが，設備の基本仕様等には変更はない。

２．特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の設置に伴う既許可への主な影響

第１－２図 既設備の配置変更

敷地図等の変更
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 敷地図等の変更
【ＤＢ】：常設代替高圧電源装置用カルバート等の配置変更に伴い，非常用電源設備の配管・電路のルートが変更となる。

２．特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の設置に伴う既許可への主な影響

第２図 常設代替高圧電源装置用カルバート等ルート変更（ＤＢ）

変更前 変更後
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２．特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の設置に伴う既許可への主な影響

第３図 常設代替高圧電源装置用カルバート等ルート変更（ＳＡ）

 敷地図等の変更
【ＳＡ】：常設代替高圧電源装置用カルバート等の配置変更に伴い，低圧代替注水系（可搬型）の

配管，重大事故等対処設備の電路及び原子炉建屋西側接続口の構造が変更となる。

変更前 変更後



8

２．特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の設置に伴う既許可への主な影響

 ＤＢ・ＳＡ津波防護対象設備を内包する建屋及び区画の変更

〇ＦＶの兼用化等により，建屋・構築物の配置が変更となったことに伴い，右図のと
おり津波防護対象設備を内包する建屋及び区画に変更が生じる。

〇新たに追加となった津波防護対象設備を内包する建屋及び区画に，開口部等の
浸水する可能性のある経路がある場合には，浸水防護設備を設置し，浸水を防
止する設計とする。

配置の変更により，「津波防護対象設備を内包する建屋及び区画」及び「浸水防護設備」に
変更が生じるが，津波防護方針への影響はない。（参考－１）

防護対象設備 ＤＢ ＳＡ

津波の種類 基準津波 基準津波
敷地に遡上する

津波

外郭防護１ 影響なし 影響なし
浸水防護設備

の変更

外郭防護２ 影響なし 影響なし 影響なし

内郭防護
浸水防護設備

の変更
浸水防護設備

の変更
浸水防護設備

の変更

水位変動に伴う
取水性低下

影響なし 影響なし 影響なし

津波監視 影響なし 影響なし 影響なし

第４図 新たに追加となる津波防護対象設備を
内包する建屋及び区画の配置

第１表 津波防護への影響について

：追加となる津波防護対象設備を内包する建屋及び区画
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２．特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の設置に伴う既許可への主な影響

変更前

第５図 FV系統概要図

②-1 配置変更

①-1 系統変更
①-2 系統変更

○ ＦＶのＥＳ／ＳＡ兼用化に伴い，ＦＶの系統
及び配置を変更する（参考－２参照）。

① 系統
１．ベントラインの取出し位置の変更

（耐圧強化ベント系とＦＶとの分離を含む）
⇒耐圧強化ベント系遠隔人力操作機構

「あり」→「なし」
⇒Ｄ／Ｗ側ベントラインの小口径化

（排気流量8.1ｋｇ／ｓ）
２．Ｓ／Ｃ側及びＤ／Ｗ側配管の第一弁に

バイパス弁を設置

上記の系統変更に伴い，以下のＤＢ設備が変更と
なる。

・旧ＦＶ配管との悪影響防止で設置を想定していた
弁の削除（原子炉建屋ガス処理系，換気空調系）

・格納容器隔離弁の変更

② 配置
１．下記設備の配置を変更する。
・フィルタ装置
・フィルタ装置入口第二弁
・フィルタ装置入口第二弁バイパス弁

・圧力開放板
・フィルタ装置出口放射線モニタ

上記の配置変更に伴い，ＦＶの放出口，スクラビン
グ水補給配管の配置が変更となる。

変更後

 ＳＡ格納容器圧力逃がし装置の設備の変更（１／３）

１弁化へ変更

原子炉建屋
西側接続口

原子炉建屋
東側接続口
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○下表のとおり，ＦＶのＥＳ／ＳＡ兼用化に伴い，一部設計を見直すが，その他は既許可におけるＦＶの設計方針に従うものとする。

２．特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の設置に伴う既許可への主な影響

設備名 変更後 変更前 備考

フィルタ装置

個 数 1個

-

系統設計流量

約13.4kg／s （Ｓ／Ｃ側ベント）
約 8.1kg／s （Ｄ／Ｗ側ベント）
（原子炉格納容器圧力310kPa
［gage］において）

約13.4kg／s 
（原子炉格納容器圧力310kPa
［gage］において）

放射性物質除去
効率

99.9％以上
（粒子状放射性物質に対して）
99％以上 （無機よう素に対して）
98％以上 （有機よう素に対して）

99.9％以上
（粒子状放射性物質に対して）
99％以上 （無機よう素に対して）
98％以上 （有機よう素に対して）

材料
スクラビング水

水酸化ナトリウム水溶液（pH13
以上）

水酸化ナトリウム水溶液（pH13以
上）

材料
金属フィルタ

ステンレス鋼

遮蔽

厚さ

1,195mm以上
（フィルタ装置上流配管を敷設する
側の遮蔽）
395mm以上（上記以外の遮蔽）

・フィルタ装置上流配管を敷設する側の遮蔽は，
主要設備として追加する「配管遮蔽」として記載

・ の設置場所の変
更に伴う変更

材質 普通コンクリート

フィルタ装置
遮蔽

厚さ －
フィルタ装置及び配管の配置を変更することから，
電動弁の現場操作をする操作員の移動時におい
て，系統内に蓄積される放射性物質から放出され
る放射線から防護する遮蔽が追加で必要となるた
め，主要設備として追加

材質 －

配管遮蔽
厚さ －

材質 －

第２表 主要設備及び仕様（１／２）

 ＳＡ格納容器圧力逃がし装置の設備の変更（２／３）
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２．特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の設置に伴う既許可への主な影響

設備名 変更後 変更前 備考

空気ボン
ベユニット（空
気ボンベ）

本数 44（予備4） 19（予備5） 内が微正圧になる
ようにあらかじめ流量調整弁の開度を設定してお
り，流量調整は不要な設計とすることから，ボンベ
本数が増加
ＥＳと兼用することから，可搬から常設化する。

容量 約47L／本 約47L／本

充填圧力 約15MPa［gage］ 約15MPa［gage］

遠隔人力操作
機構

個数 6 4

ES設備として，下記の電動弁を追加するため，遠
隔人力操作機構についても個数が増加

フィルタ装置入口第一弁（Ｄ／Ｗ側）バイパス
弁
フィルタ装置入口第一弁（Ｓ／Ｃ側）バイパス
弁

また，ＦＶの兼用化に伴い，遠隔人力操作機構を
設置する電動弁が，下記のとおり変更となる
【変更前】第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側）
【変更後】フィルタ装置入口第一弁（Ｓ／Ｃ側），フィ
ルタ装置入口第一弁（Ｄ／Ｗ側）

圧力開放板
個数 1 1

－
設定破裂圧力 約0.08MPa［gage］ 約0.08MPa［gage］

差圧計
台数 － 1

内が微正圧になる
ようにあらかじめ流量調整弁の開度を設定してお
り，流量調整は不要な設計とすることから，差圧計
を設けないこととする。

フィルタ装置
出口放射線モ
ニタ（高レン
ジ）

個数 1 2
ＦＶの兼用化に伴い，圧力開放板の配置が自然現
象（竜巻）の影響を受けない建屋内へ移設するこ
とから，設置台数を2台から1台へと変更する。

第２表 主要設備及び仕様（２／２）

 ＳＡ格納容器圧力逃がし装置の設備の変更（３／３）
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○ＦＶのＥＳ／ＳＡ兼用化に伴い，フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）設置台数を変更する。

①圧力開放板を自然現象（竜巻）の影響を受けない建屋内に配置することにより，フィルタ装置出口放射線モニ

タ（高レンジ）についても竜巻対策が不要になる。

②フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）は，現状，以下の設備設置要求に対するものとなっており，設置許

可基準規則第58条要求に対しては，フィルタ装置の圧力開放板の確実な開放確認のためのものとしている。

 設置許可基準規則第52条解釈の「放射性物質濃度測定装置」

 設置許可基準規則第58条「重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ故障時の有効な

情報を把握できる設備」

条文 要求機能 変更後 変更前

第52条解釈 放射性物質濃度測定
フィルタ装置出口放射線モニタ

（高レンジ）：1台

フィルタ装置出口放射線モニタ
（高レンジ）：2台※2

※2 屋外設置に伴う竜巻対策により２台設置

第58条
圧力開放板の確実な開放確認
（故障時に推定可能な代替パラメータ
を選定要）

・フィルタ装置出口放射線モニタ
（高レンジ）：1台

・フィルタ装置圧力※1：1台
※1 代替パラメータとして選定

フィルタ装置出口放射線モニタ
（高レンジ）：2台

なお，設置許可基準規則第52条解釈要求の放射性物質濃度測定としてフィルタ装置出口放射線モニタが測定

できない場合でも，格納容器雰囲気放射線モニタにてベント時に放出される放射性物質濃度を推定することが可

能である。

２．特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の設置に伴う既許可への主な影響

第３表 フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）設置台数

 フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）設置台数変更
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※１ 放出点を中心とした16方位のうち海側方位を除き，実効線量が 大と
なる方位の値を記載

※２ フィルタ装置入口第二弁の手動操作の現場移動，操作等の一連の作
業に係る被ばく評価結果の値を記載

○ＦＶの放出口の位置変更に伴う被ばく評価への影響はないことを確
認した。
①ＦＶのＥＳ／ＳＡ兼用化に伴い，ＦＶの放出口の位置が右図のとお

り変更となり，放出点と評価点の距離が変更となるため，炉心損
傷前ベント時における公衆の被ばく線量を見直した。下表のとお
り，いずれも著しい放射線被ばくのリスクに対する判断基準である
5mSvを十分に下回ることを確認した。

②炉心損傷後ベント時の中央制御室の居住性評価及び弁操作等の
作業員の被ばくについても放出口の位置変更等に伴い見直した
が，下表のとおり，判断基準の100mSvを下回ることを確認した。

（各被ばく評価結果の一覧は参考－３を参照）

評価事象 評価点
評価結果（mSv）

変更後 変更前

中破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却
失敗＋低圧炉心冷却失敗

非居住区域境界※１ 約0.16 約0.16

敷地境界※１ 約0.41 約0.41

ＬＯＣＡ時注水機能喪失（原子
炉注水遅れ）

非居住区域境界※１ 約1.1 約1.1

敷地境界※１ 約2.8 約2.8

大破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却
失敗＋低圧炉心冷却失敗

中央制御室 約60 約60

弁操作等の
作業員被ばく※２ 約18 約28

第６図 格納容器ベント実施時の敷地境界等の線量評価点

第４表 兼用に伴う被ばく線量評価結果

２．特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の設置に伴う既許可への主な影響

 重大事故等時に係る被ばく評価（１／２）
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○ＦＶのＥＳ／ＳＡ兼用化に伴い，ベント実施に係る弁操作等の作業場所の変更により，被ばく評価で考慮しているアクセスルート及び
作業場所における遮蔽設備※の主要設備を以下のとおり追加及び変更する。

設備名 変更後 変更前 備考

遮蔽

ＦＶのＥＳ／ＳＡ兼用化に伴
う位置変更により，遮蔽厚
が変更となった。

フィルタ装置遮蔽

既許可ではフィルタ装置から作業場所，アクセ
スルートまでに十分な離隔距離，既存の遮蔽
設備があったことから被ばく評価ではフィルタ
装置遮蔽に期待していないため，遮蔽設備を
主要設備として記載していない。

ＦＶのＥＳ／ＳＡ兼用化に伴
い，作業場所，アクセス
ルート上にフィルタ装置が
あることから，遮蔽設備を
主要設備として追記した。

配管遮蔽

既許可ではフィルタ装置から原子炉建屋に接
続する配管から作業場所，アクセスルートまで
に十分な離隔距離，既存の遮蔽設備があった
ことから被ばく評価では配管遮蔽に期待してい
ないため，遮蔽設備を主要設備として記載して
いない。

ＦＶのＥＳ／ＳＡ兼用化に伴
い，作業場所，アクセス
ルート上に配管があること
から，遮蔽設備を主要設
備として追記した。

※ 表中の遮蔽設備の厚さは，コンクリート相当とし公称値を記載

２．特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の設置に伴う既許可への主な影響

第５表 アクセスルート及び作業場所における遮蔽設備

重大事故等時に係る被ばく評価（２／２）
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２．特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の設置に伴う既許可への主な影響

○耐圧強化ベントは，炉心が損傷していない場合の 終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備（設置許可基準規則第

４８条）として整理しており，耐圧強化ベントはＦＶが機能喪失した場合の後段の手段であった。

○ＥＳとして，同様の機能を有する設備の設置後は，耐圧強化ベントを廃止することとし，その旨を申請書に追記する。

（参考－４参照）

第７図 耐圧強化ベントの廃止範囲

格納容器圧力逃がし装置ライン

凡例

耐圧強化ベントライン

不活性ガス系ライン

 耐圧強化ベントの廃止条件の追記
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変更後 変更前 変更点

屋

外

①ＥＳ施設の設置に伴い，原子炉建
屋西側及び北側の敷地エリアのア
クセスルートの形状を変更。

②ＦＶのＥＳ／ＳＡ兼用化に伴い，原
子炉建屋西側接続口へのアクセス
方法が変更。

③ＦＶのＥＳ／ＳＡ兼用化に伴い，フィ
ルタベントスクラビング水の補給操
作場所が，格納容器圧力逃がし装
置格納槽付近から原子炉建屋西側
接続口付近に変更。

④既設備が移設となったため，水源
補給操作に係るホース敷設ルート
及び操作場所が変更。

第６表 屋外のアクセスルート

２．特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の設置に伴う既許可への主な影響

 アクセスルートの変更（１／４）

○ＦＶのＥＳ／ＳＡ兼用化及びＥＳ施設の設置に伴い，既設備の配置が変更となったため，アクセスルートを一部変更する。
これに伴い，所要時間を一部再評価し，変更後においても有効性評価の結果に影響を与えないことを確認した。

○ＦＶと耐圧強化ベントの分離に伴い，設備の配置が変更となったため，アクセスルートを一部変更する。これに伴い，所要
時間を一部再評価した。変更後においても移動時間が大きく増加するような影響は与えないことを確認した。
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変更後 変更前 変更点

屋

内

Ｆ
Ｖ
入
口
第
一
弁
等
の
現
場
操
作
場
所
の
変
更

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
隔
離
弁
の
現
場
操
作
場
所
の
変
更

第７表 屋内のアクセスルート

２．特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の設置に伴う既許可への主な影響

アクセスルートの変更（２／４）

)

の

配

①FVベントラインの取出し位置の変更に
伴い，耐圧強化ベント系はＦＶ設備と分
離。

①ＦＶのＥＳ／ＳＡ兼用化に伴い，ベント操
作に係る弁の設置場所及び操作場所が
変更となったためアクセスルートを変
更。
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２．特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の設置に伴う既許可への主な影響

○屋内アクセスルートの変更に伴う所要時間の変更の一例として，格納容器ベント準備に係るＦＶ第一弁及び耐圧強化ベントラ
イン隔離弁の現場操作場所までの所要時間を以下に示す。

 アクセスルートの変更（３／４）

変更後 変更前 所要時間

操

作

場

所

Ｆ
Ｖ
入
口
第
一
弁
等
の
現
場
操
作
場
所
の
変
更

【変更前】 １２５分

【変更後】 １３０分

● ベント準備の所要時間 １３０
分は，有効性評価におけるベ
ント準備時間の約４時間に対
して，十分余裕がある。

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
隔
離
弁
の
現
場
操
作
場
所
の
変
更

【変更前】 １２５分

【変更後】 １３５分

● 耐圧強化ベント系の隔離弁
には遠隔人力操作機構は設置
されず，耐圧強化ベント系の現
場での手動操作は電動弁ハン
ドルの直接操作に変更。

● 直接操作に変更となり原子炉
棟内への移動となったことに伴
い合計所要時間は１３５分と
なったが，有効性評価におけ
るベント準備時間の約４時間に
対して，十分余裕がある。

第８表 屋内アクセスルートの変更に伴う所要時間の変更例

移動時間：５分増加
（３５分 ⇒ ４０分）

操作時間：変更なし
(９０分)

移動時間：１０分増加
（３５分 ⇒ ４５分）

操作時間：変更なし
(９０分)
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２．特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の設置に伴う既許可への主な影響

〇屋外アクセスルートの変更に伴う所要時間の変更の一例とし
て，ＳＡ用海水ピットを水源とした原子炉建屋西側接続口への送
水について以下に示す。

所要時間 水源 ・ 接続場所 所要時間等

変
更
前

【水 源】
ＳＡ用海水ピット
【接続場所】
原子炉建屋西側接続口

【所要時間】 ：３１０分

【ホース敷設距離】：２５３ｍ

変
更
後

【水 源】
ＳＡ用海水ピット
【接続場所】
原子炉建屋西側接続口

【所要時間】 ：２９０分
※構造変更により蓋開放作

業に要する時間が削減(20
分) となり，所要時間が短縮。

【ホース敷設距離】：２６７ｍ
※ホースの展張は，５０ｍ単

位でホースを敷設していくた
め，敷設距離の延長による
時間変更なし。

地上部の蓋を開けて接続口
にアクセス

上屋を設け水密扉を開放又は
上屋近傍で接続口にアクセス

蓋開放作業は不要となるため，
20分短縮。

西側接続口蓋開放作
業２０分が含まれる。

第９図 屋外アクセスルートの変更に伴う所要時間の変更例

 アクセスルートの変更（４／４）

290分

130分以内
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２．特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の設置に伴う既許可への主な影響

Ａ：ＦＶ兼用化に伴う系統変更及び配置変更

 ＦＶ第一弁及び第二弁の操作場所の変更

 Ｓ／Ｃ側及びＤ／Ｗ側ベントライン第一弁へのバイパス弁の設置

Ｓ／Ｃ １ライン（１弁)＋Ｄ／Ｗ １ライン(１弁)

⇒ Ｓ／Ｃ １ライン(２弁)＋Ｄ／Ｗ １ライン(２弁)

 有効性評価の反映

ベント準備開始条件変更(S／P水位：通常水位＋5.5m ⇒＋5.0m到達)

 ベント時ＡＣ系の隔離確認の反映（悪影響防止）

 加圧操作設計変更

 フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）設置台数の変更（2台→1台）

 Ｓ／Ｃ側ベントライン及びＤ／Ｗ側ベントラインの取出し位置の変更に

よる耐圧強化ベントラインとの分離

（ 耐圧強化ベントライン電動弁に設置した遠隔人力操作機構での操作

⇒ 耐圧強化ベントライン電動弁ハンドルの直接操作 ）

Ｂ：既設備の移設

 既設備の設置場所変更に伴い，ホース敷設距離が変更（所要時間が

増加）

 接続電源盤（自主対策設備）の撤去を反映

Ｃ：原子炉建屋西側接続口のアクセス方法等の変更

 蓋開放⇒扉開放（所要時間短縮）

 フィルタ装置のスクラビング水補給ライン接続口の設置場所が変更

（ＦＶ格納槽⇒原子炉建屋西側接続口）

○ＦＶ兼用化等に伴い，設備・配置が変更となったため，操作手順へ反映した。

技術的能力手順 Ａ Ｂ Ｃ

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に
するための手順等

－ － －

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電
用原子炉を冷却するための手順等

－ － －

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するため
の手順等

－ － －

1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電
用原子炉を冷却するための手順等

－ ○ ○

1.5 終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順
等

○ ○ ○

1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 － ○ ○

1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するため
の手順等

○ ○ ○

1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却する
ための手順等

－ ○ ○

1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防
止するための手順等

○ ○ ○

1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止
するための手順等

－ － －

1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 － ○ ○

1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制する
ための手順等

－ ○ －

1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手
順等

－ ○ ○

1.14 電源の確保に関する手順等 － ○ ○

1.15 事故時の計装に関する手順等 〇 － －

1.16 原子炉制御室の居住性に関する手順等 － － －

1.17 監視測定等に関する手順等 － － －

1.18 緊急時対策所の居住性に関する手順等 － － －

1.19 通信連絡に関する手順等 － － －

 手順の変更（１／２）

各
技
術
的
能
力
手
順
へ
反
映
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２．特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の設置に伴う既許可への主な影響

フィルタ装置入口

第一弁（Ｄ／Ｗ側）

＊6

フィルタ装置入口
第二弁バイパス弁

高圧炉心スプレイ系
テストラインより

フィルタ装置入口
第一弁（Ｓ／Ｃ側）
バイパス弁

MO ＊2

ドライウェル

原
子
炉
圧
力
容
器

原子炉格納容器

原子炉建屋

廃棄物
処理設備へ

補給水
ライン

フィルタ装置

RE

放射線
モニタ

＊10

MO ＊1

MO

MO ＊5

MO

フィルタ装置入口

第一弁（Ｓ／Ｃ側） 圧力開放板

＊3

遠隔人力操作機構

＊2

＊4

RE

放射線
モニタ

＊5

＊6

空気ボンベ

遠隔人力
操作機構

＊1

＊3

＊4MO

MO

フィルタ装置入口
第一弁（Ｄ／Ｗ側）
バイパス弁

サプレッション
・チェンバ

＊15

＊11
＊12
＊13

窒素供給
ライン

窒素供給
ライン

＊14

＊13
＊14
＊15

＊11

＊12

AO AO

AO
AO

AO

AO AO

不活性
ガス系

窒素供給設備

AO

AO

＊16

＊16
フィルタ装置
入口第二弁

フィルタ装置出口
放射線モニタ

（高レンジ）台数の変更

ベント時ＡＣ系の隔離確
認の反映（悪影響防止）

原子炉建屋西側接続口
のアクセス方法等の変更

加圧操作設計変更

ＦＶ第一弁及び第二弁
の操作場所の変更

Ｓ／Ｃ側及びＤ／Ｗ側ベントライン
第一弁へのバイパス弁の設置

※

※

 手順の変更（２／２）

第１０図 設計変更等に伴う手順への反映箇所の概要

排
気
筒

MO

MO

MO

AO

AO

MO

第一弁
(S/C側)

第一弁
(D/W側)

耐圧強化ベント系
一次・二次隔離弁

換気空調系

AO

AO 原子炉建屋
ガス処理系

耐圧強化ベント系

Ｓ／Ｃ側ベントライン及びＤ／Ｗ側
ベントラインの取出し位置の変更に
よる耐圧強化ベントラインとの分離

原子炉建屋
西側接続口の
アクセス方法

等の変更

※

※ 地上部の蓋を開けて接
続口にアクセス

【原子炉建屋西側接続口
のアクセス方法等の変更】

上屋を設け水密扉を開放又は
上屋近傍で接続口にアクセス

変更前

変更後
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※１ 評価事象：雰囲気圧力・温度による静的負荷
（代替循環冷却系を使用できない場合）

※２ ベント放出量と原子炉建屋からの漏えい量の合計
※３ D/Wベントラインの小口径化により，ベント実施後の格納容器圧力及び原子炉圧力が高く維持されることで，原子炉圧力容器内の気相部の
    熱容量が大きくなり温度上昇が抑制され，原子炉圧力容器内に沈着したCsの再浮遊が低減されベント放出量が減少したものと考えられる。

○ＦＶのＥＳ／ＳＡ兼用化に伴い，D/Wベントラインが小口径化しベント時の排気流量が13.4kg/sから8.1kg/s（格納容器圧力1Pdにおいて）
に変更となるため，炉心損傷後のD/W側からのベント時におけるCs-137放出量評価を見直した。
下表のとおり，見直し後においても判断基準である100TBqを十分に下回ることを確認した。

評価結果※１

事象発生
7日間

事象発生
30日間

事象発生
100日間

ベント
放出量※３ 約0.73TBq 約0.94TBq 約0.98TBq

環境への
総放出量※２ 約16TBq 約16TBq 約17TBq

第１１図 Cs-137放出量評価における大気放出過程概略図

第７表 兼用に伴うD/Wベント時のCs-137評価結果

２．特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の設置に伴う既許可への主な影響

 ベント時のCs-137放出量評価

原子炉建屋

D/W
ベント

S/C
ベント

格納容器圧力
逃がし装置

排気筒からの放出
（原子炉建屋ガス処理系

起動（2時間）後から） 格納容器ベント
による放出

（約19時間～）
原子炉建屋からの漏えい
（原子炉建屋ガス処理系

起動（2時間）前まで）

格納容器

原子炉建屋ガス
処理系（起動後）

原子炉建屋
への漏えい

評価結果※１

事象発生
7日間

事象発生
30日間

事象発生
100日間

ベント
放出量

約3.7TBq 約4.1TBq 約4.1TBq

環境への
総放出量※２ 約18TBq 約19TBq 約20TBq

（参考）変更前のCs-137評価結果
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以下，参考資料
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第２図 変更後の設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画
（設置許可基準規則第５条）

ＤＢ施設を内包する常設代替高圧電源装置用カ
ルバートの設置を取りやめるため，新たに設置
する ，常設代替
高圧電源装置用カルバート（カルバート部）

及び にＤＢ施設を
設置する。

＜防護方針（既許可から変更なし）＞

・設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建
屋及び区画は，基準津波による遡上波が到達する可
能性があるため，津波防護施設及び浸水防止設備を
設置し，津波の流入を防止する。（外郭防護１）

・取水路，放水路等の経路から流入させない設計とす
る。（外郭防護１）

・取水・放水施設，地下部において，漏水の可能性を考
慮の上，漏水による浸水範囲を限定して，重要な安全
機能への影響を防止する。（外郭防護２）

・上記の方針のほか，津波防護対象設備を内包する建
屋及び区画には，浸水防護をすることにより津波によ
る影響等から隔離する。（内郭防護）

・水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能へ
の影響を防止する。

・津波の襲来を察知するために，津波監視設備を設置
する。（津波監視）

開口部等の浸水する可能性のある経路が建屋
及び区画にある場合には，浸水防護設備を設置
し，浸水を防止する設計とする。

〇設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画が変更となるが，基準津波に対する防護方針に変更はない。

ＤＢ・ＳＡ津波防護対象設備を内包する建屋及び区画の変更（１／３）

＜防護方針に基づく変更内容＞

【参考－１】ＤＢ・ＳＡ津波防護対象設備を内包する建屋及び区画の変更
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第３図 変更後の重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画
（設置許可基準規則第４０条）

ＳＡ施設を内包する格納容器圧力逃がし装置格

納槽， 及び常

設代替高圧電源装置用カルバートの設置を取り

やめるため，新たに設置する

，常設代替高圧電源装置用カルバー

ト（カルバート部）， 及び

にＳＡ施設を設置する。

＜防護方針（既許可から変更なし）＞

・重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する
建屋及び区画は，基準津波による遡上波が到達する
可能性があるため，津波防護施設及び浸水防止設備
を設置し，津波の流入を防止するか，基準津波による
遡上波が到達しない十分高い場所に設置する。（外郭
防護１）

・取水路，放水路等の経路から流入させない設計とす
る。（外郭防護１）

・取水・放水施設，地下部において，漏水の可能性を考
慮の上，漏水による浸水範囲を限定して，ＳＡに対処す
るために必要な機能への影響を防止する。（外郭防護
２）

・上記の方針のほか，津波防護対象設備を内包する建
屋及び区画には，浸水防護をすることにより津波による
影響等から隔離する。（内郭防護）

・水位変動に伴う取水性低下によるＳＡに対処するため
に必要な機能への影響を防止する。

・津波の襲来を察知するために，津波監視設備を設置す
る。（津波監視設備）

開口部等の浸水する可能性のある経路が建屋

及び区画にある場合には，浸水防護設備を設置

し，浸水を防止する設計とする。

〇重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画が変更となるが，基準津波に対する防護方針に変更はない。

＜防護方針に基づく変更内容＞

ＤＢ・ＳＡ津波防護対象設備を内包する建屋及び区画の変更（２／３）

【参考－１】ＤＢ・ＳＡ津波防護対象設備を内包する建屋及び区画の変更
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第４図 変更後の敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備を内包する建屋及び区画
（設置許可基準規則第４３条）

ＳＡ施設を内包する格納容器圧力逃がし装置格

納槽， 及び常

設代替高圧電源装置用カルバートの設置を取り

やめるため，新たに設置する

，常設代替高圧電源装置用カルバー

ト（カルバート部）， 及び

にＳＡ施設を設置する。

＜防護方針（既許可から変更なし）＞

・敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備を内包
する建屋及び区画は，敷地に遡上する津波が到達する
ため，建屋及び区画の境界に津波防護施設及び浸水防
止設備を設置し，津波の流入を防止する。（外郭防護１）

・敷地に遡上する津波が到達しない十分高い場所に設置
する。（外郭防護１）

・取水路，放水路等の経路から流入させない設計とする。
（外郭防護１）

・取水・放水施設，地下部において，漏水の可能性を考慮
の上，漏水による浸水範囲を限定して，ＳＡに対処する
ために必要な機能への影響を防止する。（外郭防護２）

・上記の方針のほか，津波防護対象設備を内包する建屋
及び区画には，浸水防護をすることにより津波による影
響等から隔離する。（内郭防護）

・水位変動に伴う取水性低下によるＳＡに対処するために
必要な機能への影響を防止する。

・津波の襲来を察知するために，津波監視設備を設置す
る。（津波監視）

開口部等の浸水する可能性のある経路が建屋

及び区画にある場合には，浸水防護設備を設置

し，浸水を防止する設計とする。

〇敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備を内包する建屋及び区画が変更となるが，敷地に遡上する津波に対する防護
方針に変更はない。

＜防護方針に基づく変更内容＞

ＤＢ・ＳＡ津波防護対象設備を内包する建屋及び区画の変更（３／３）

【参考－１】ＤＢ・ＳＡ津波防護対象設備を内包する建屋及び区画の変更
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【参考－２】ＥＳ施設設置までの格納容器ベント設備の変更について（1／4）



28

ドライウェル

原
子
炉
圧
力
容
器

原子炉格納容器

原子炉建屋

サプレッション
・チェンバ

AO AO

AO
AO

AO

AO AO

不活性
ガス系

窒素供給設備

AO

AO

② ＳＡ許可取得時の系統

排
気
筒

MO

MO

MO

AO

AO

MO

耐圧強化ベント系
一次・二次隔離弁

換気空調系

AO

AO
原子炉建屋
ガス処理系

耐圧強化ベント系

第一弁
(S／C側)

第一弁
(D／W側)

AO

AO

ＦＶ配管からの水素

流入防止のため

弁多重化

原子炉建屋
付属棟

地下格納槽

窒素供給
ライン

(西側接続口)

原子炉建屋付属棟

格納容器圧力逃がし装置格納槽

放射線モニタ

RE

補給水
ライン

MO
廃棄物
処理設備へ

RE

フィルタ装置

付属室

DPI

空気ボンベ

差圧計

圧力開放板

第二弁操作
室遮蔽

窒素供給
ライン

(東側接続口)

＊7

＊3

第二弁
第二弁

バイパス弁

＊1

＊3

原子炉隔離時冷却系
真空ポンプより

MO

MO

MO

＊4
＊5

＊8

＊6

＊5

＊6

＊6

＊8
＊7

遠隔人力操作のため

MO弁化

＊2

＊1

＊2

第●図 ＳＡ許可取得時のFV系統図概要図

ベントの信頼性を高めるため

圧力開放板をMO弁化

【参考－２】ＥＳ施設設置までの格納容器ベント設備の変更について（2／4）



29

フィルタ装置入口

第一弁（Ｄ／Ｗ側）

＊6

フィルタ装置入口
第二弁バイパス弁

高圧炉心スプレイ系
テストラインより

フィルタ装置入口
第一弁（Ｓ／Ｃ側）
バイパス弁

MO ＊2

ドライウェル

原
子
炉
圧
力
容
器

原子炉格納容器

原子炉建屋

廃棄物
処理設備へ

補給水
ライン

フィルタ装置

RE

放射線
モニタ

＊10

MO ＊1

MO

MO ＊5

MO

フィルタ装置入口

第一弁（Ｓ／Ｃ側） 圧力開放板

＊3

遠隔人力操作機構

＊2

＊4

RE

放射線
モニタ

＊1

＊3

＊4MO

MO

フィルタ装置入口
第一弁（Ｄ／Ｗ側）
バイパス弁

サプレッション
・チェンバ

＊15

＊11
＊12
＊13

窒素供給ライン
(西側接続口)

窒素供給ライン
(東側接続口)

＊14

＊13
＊14
＊15

＊11

＊12

AO AO

AO
AO

AO

AO AO

不活性
ガス系

窒素供給設備

AO

AO

＊16

＊16
フィルタ装置
入口第二弁

窒素供給ライン

接続位置変更

③ ＥＳ兼用化に伴う系統変更(ES設備設置前の運転状態)

第●図 ＥＳ兼用に伴うFV系統概要図の変更点

排
気
筒

MO

MO

MO

AO

AO

MO

AO

耐圧強化ベント系 AO

＊5

＊6

空気ボンベ

遠隔人力
操作機構

換気空調系

原子炉建屋
ガス処理系

ＦＶ配管からの水素

流入防止ための

弁設置の取りやめ

点検時の流量調整を

踏まえた差圧計削除

ＦＶ配管との分離に

伴う遠隔人力操作機構

設置の取りやめ

ＥＳ兼用化に伴う系統変更
及び設置場所変更

ＦＶ兼用化に伴う遮蔽厚さ

の変更を踏まえた設計変更

(手動弁化)

耐圧強化ベント系
一次・二次隔離弁

第一弁
(S／C側)

第一弁
(D／W側)

【参考－２】ＥＳ施設設置までの格納容器ベント設備の変更について（3／4）
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【参考－２】ＥＳ施設設置までの格納容器ベント設備の変更について（4／4）
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評価事象 評価項目
評価結果（mSv）

変更内容
変更後 変更前

中破断ＬＯＣＡ＋高圧
炉心冷却失敗＋低圧
炉心冷却失敗

フィルタベント

非居住区域境界 約0.16 約0.16 ・フィルタ装置放出口の位置変更に
伴う評価条件（評価距離）の変更
【影響が小さいため記載値に変更
はない】敷地境界 約0.41 約0.41

耐圧強化ベント

非居住区域境界 約0.62 約0.62 －（変更なし）

敷地境界 約0.62 約0.62

ＬＯＣＡ時注水機能喪
失（原子炉注水遅れ）

フィルタベント

非居住区域境界 約1.1 約1.1 ・フィルタ装置放出口の位置変更に
伴う評価条件（評価距離）の変更
【影響が小さいため記載値に変更
はない】敷地境界 約2.8 約2.8

耐圧強化ベント

非居住区域境界 約4.4 約4.4 －（変更なし）

敷地境界 約4.4 約4.4

ISLOCA

非居住区域境界 約0.12 約0.12 ・兼用化に伴う影響はない

敷地境界 約0.33 約0.33

【参考－３】 格納容器圧力逃がし装置の兼用化に伴う被ばく評価への影響について（1／2）

ＦＶの兼用化に伴う，フィルタ装置及びフィルタ装置放出口の位置変更等による重大事故等時の被ばく評価結果への
影響について以下に示す。なお，設計基準事故における被ばく評価については，ＦＶの兼用化に伴う影響はない。

○ 周辺公衆に係る被ばく評価について

※変更内容の下線以外の評価条件（放出量評価、気象条件等）に変更はない。
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評価事象 評価項目
評価結果（mSv）

変更内容
変更後 変更前

大破断ＬＯＣＡ＋高
圧炉心冷却失敗＋
低圧炉心冷却失敗

中央制御室居住性評価 約60 約60

・フィルタ装置及びフィルタ装置放出口の位置変
更に伴う評価条件（被ばく経路の追加、評価距
離）の変更
【影響が小さいため記載値に変更はない】

弁操作等
の作業員
被ばく

S/C

第一弁 約36 約37 ・フィルタ装置及びフィルタ装置放出口の位置変
更に伴う評価条件（被ばく経路の追加、評価距
離）の変更
・Ｄ／Ｗ側ベントラインの系統変更
・作業場所の変更による移動時間等の変更

第二弁 約18 約28

スクラビング水補給作業
約3.3

（mSv／h）
約13

（mSv／h）

窒素供給作業
約3.3

（mSv／h）
約3.6

（mSv／h）

D/W

第一弁 約36 約52

第二弁 約27 約42

スクラビング水補給作業
約4.5

（mSv／h）
約15

（mSv／h）

窒素供給作業
約4.5

（mSv／h）
約4.6

（mSv／h）

屋外作業
時被ばく

代替淡水貯槽への補給作業 約62 約61 ・フィルタ装置放出口の位置変更に伴う評価条
件（評価距離）の変更

燃料補給作業 約27 約26

１Fソースターム 緊急時対策所居住性評価 約35 約35 ・兼用化に伴う影響はない

長期安定冷却
長期安定冷却手
段に係る被ばく

原子炉隔離時冷却系ポンプ室内 約20 約20 ・兼用化に伴う影響はない

低圧代替注水系逆止弁 約16 約20 ・フィルタベント系配管の位置変更に伴う評価条
件(評価距離）の変更

大物搬入口 約12 約13

○ 運転員及び作業員に係る被ばく評価

※変更内容の下線以外の評価条件（気象条件等）に変更はない。

【参考－３】 格納容器圧力逃がし装置の兼用化に伴う被ばく評価への影響について（2／2）
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【参考－４】耐圧強化ベントの廃止方法について

フィルタベントＤ／Ｗベントラインとの分岐点

○耐圧強化ベントの廃止方法については以下の方法にて実施する。

①上流（フィルタベントＤ／Ｗベントラインとの分岐点）及び下流（非常用ガス処理系との合流点）近傍で耐圧強化

ベントラインを切断する。

②フィルタベントＤ／Ｗベントライン及び非常用ガス処理系側の切断面を含む継手をそれぞれエルボと直管に取り

替える。
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第８図 耐圧強化ベントの廃止方法




